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■問い合わせ先　健康増進課　☎（32）8905

食
生
活
改
善
推
進
員
協

議
会
主
催

減
塩
推
進
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
教
室

20
代
～
30
代
の
み
な
さ
ん
、
生
活

習
慣
や
減
塩
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
？

■
対
象
者

　

20
～
30
歳
代
（
高
校
生
の
参
加

も
大
歓
迎
）

■
日
時

　

11
月
27
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
０
時
30
分

■
会
場

　

ゆ
う
ゆ
う
館　

調
理
室

■
内
容

①
講
話

・
規
則
正
し
い
生
活
習
慣
と
食
生

活
に
つ
い
て

・
減
塩
に
つ
い
て

・
食
事
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

②
調
理
実
習

・
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
減
塩
簡
単

メ
ニ
ュ
ー
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う

■
持
ち
物

　

筆
記
用
具
、
エ
プ
ロ
ン
、
三
角

巾
、
米
一
合

■
申
込
締
切

　

11
月
21
日
㈪

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

下
野
市
食
生
活
改
善
推
進
員
協

議
会
事
務
局
（
健
康
増
進
課
内
）

ア
ク
ア
サ
イ
ズ

～
プ
ー
ル
で
エ
ク
サ
サ

イ
ズ
～

（
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
対
象
事
業
）

　

プ
ー
ル
を
利
用
し
た
運
動
は
、

関
節
に
負
担
を
か
け
ず
に
筋
肉
や

血
管
に
、
日
常
以
上
の
負
荷
を
か

け
る
こ
と
が
簡
単
に
で
き
る
た
め
、

健
康
づ
く
り
や
生
活
習
慣
病
予
防

に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
筋
力

が
付
き
、
代
謝
が
上
が
り
血
流
が

良
く
な
る
こ
と
で
、
ダ
イ
エ
ッ
ト

や
冷
え
性
・
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ

に
も
効
果
が
期
待
で
き
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
プ
ー
ル
で
運
動
を

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

■
日
時

１
回
目

　

11
月
11
日
㈮

　

午
前
10
時
～
11
時
40
分

２
回
目

　

11
月
18
日
㈮

　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

３
回
目

　

11
月
25
日
㈮

　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

※
３
回
１
コ
ー
ス
に
な
り
ま
す
。

■
対
象
者

　

74
歳
以
下
の
市
民
で
基
本
的
な

検
診
を
受
診
し
て
い
る
方

　

な
お
、
疾
病
を
有
し
て
お
り
市

長
が
主
治
医
の
指
示
を
必
要
と
認

め
た
方
に
つ
い
て
は
、
医
師
か
ら

の
運
動
指
導
情
報
提
供
書
を
提
出

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
場
所

　

ふ
れ
あ
い
館
プ
ー
ル

■
持
ち
物

　

水
着
、
ス
イ
ミ
ン
グ
キ
ャ
ッ
プ
、

バ
ス
タ
オ
ル

■
参
加
費

　

無
料

　
（
プ
ー
ル
の
使
用
料
も
含
む
）

■
定
員

　

20
名

■
申
込
締
切

　

11
月
10
日
㈭

■
申
込
先

　

ふ
れ
あ
い
館

　

☎
（
47
）
１
１
２
２

検
　
　
　
診

が
ん
検
診

　

市
に
お
け
る
が
ん
検
診
は
、
集

団
検
診
と
医
療
機
関（
個
別
検
診
）

の
選
択
方
式
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
医
療
機
関（
個
別
検
診
）

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
受
診
回
数

　

年
度
内
１
回
で
す
。
集
団
検
診

と
の
重
複
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
年
齢
基
準

　

４
月
１
日
～
平
成
29
年
３
月
31

日
に
そ
の
年
齢
に
達
す
る
人
で
す
。

■
実
施
期
間

　

12
月
31
日
ま
で（
休
診
日
除
く
）

■
実
施
方
法

①
大
腸
が
ん
の
検
査
容
器
と
問
診

票
等
は
医
療
機
関
に
あ
り
ま
す
。

②
検
査
結
果
は
、
後
日
医
療
機
関

で
確
認
し
、
結
果
通
知
書
を
お
受

け
取
り
く
だ
さ
い
。

※
受
診
で
き
る
項
目
・
実
施
医
療

機
関
に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
度

が
ん
検
診
・
特
定
健
診
（
健
康
診

査
）
受
診
券
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

下
野
市
民
の
健
康
と
生

活
習
慣
に
関
す
る
健
康

実
態
調
査

　
「
下
野
市
民
の
健
康
と
生
活
習

慣
に
関
す
る
健
康
実
態
調
査
」
に

ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
は
、
市
民
の
皆
様
の

健
康
と
生
活
習
慣
に
関
す
る
実
態

を
把
握
し
、
市
の
健
康
づ
く
り
施

策
の
基
礎
資
料
と
な
る
重
要
な
調

査
で
す
。

　

回
答
率
に
地
域
差
が
生
じ
て
い

ま
す
の
で
、
ま
だ
、
ご
回
答
を
い

た
だ
い
て
い
な
い
方
に
つ
き
ま
し

て
は
、
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い

た
だ
き
、
ご
協
力
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
ご
回
答
い
た
だ
き
ま
し

た
調
査
票
は
、
今
後
、
集
計
・
分

析
を
し
、
来
年
度
に
「
第
３
次
健

康
増
進
計
画
（
健
康
し
も
つ
け
21

プ
ラ
ン
）」
の
策
定
を
進
め
て
い

く
予
定
で
す
。


